
   能代市工場等事業継続対策事業費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、水害発生時における生産機能の維持及び事業の継続を図るため 

の予防対策（以下「水害予防対策」という。）を講じる企業を支援し、もって本市

商工業の振興及び雇用の場の確保に資するため予算の範囲内で交付する、能代市工

場等事業継続対策事業費補助金（以下「補助金」という。）に関し、能代市補助金

等の交付に関する規則（平成１８年能代市規則第４５号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助対象者は、本市の区域内で事業を営む者又は営もうとする者であって、

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 （１） 能代市商工業振興促進条例（平成１８年能代市条例第１９３号）第２条第 

１号から第５号まで及び第７号に掲げる施設を設置する者又は設置する見込

みである者 

 （２） 米代川水系について、水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１ 

項の規定により洪水浸水想定区域として指定された区域内に工場等を有する

者又は有する見込みである者 

 （３） 従業員（雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項に規定す 

る被保険者である者に限る。）を１０人以上雇用している者又は雇用する見

込みである者 

 （４） 市税を滞納していない者 

 （補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、補助対象者が現に所有し、事業活動に使用する工場、事務 

所、研究施設等（以下「工場等」という。）において、水害予防対策として実施す

る次に掲げる事業とする。 

 （１） 工場等の設備、機械器具、什器備品、構築物等の移設 

 （２） 工場等の嵩上げ等による改修工事 

 （３） 工場等を新設又は増設する場合における浸水防止対策工事 

 （４） 補助対象者が所有する敷地における盛土、遮水壁の設置等 

 （５） 排水用ポンプ、非常用発電設備等の導入 

 （６） 前各号に掲げるもののほか、水害予防対策に資する事業として市長が認め

るもの 

２ 前項各号の業務は、市の区域内に事業所を有しているものに発注して実施するも

の（補助対象者自らが実施するものを含む。）とする。 

 （補助金額） 



第４条 補助金額は、補助対象事業に要する経費（消費税及び地方消費税相当額を含 

まない額）に２分の１を乗じて得た額（その額に１万円未満の端数があるときは、 

これを切り捨てた額）とし、１事業者につき２００万円を限度とする。ただし、第

６条第２項ただし書の規定による申請があったときは、２００万円から既に交付さ

れた補助金額の累計額を除した額を限度とする。 

 （事前の相談） 

第５条 補助対象者は、補助金の交付を受けて事業を行おうとするときは、事業計画

の分かる書類により市長に相談しなければならない。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を申請しようとする事業者（以下「申請者」という。）は、事 

業の着手前に、能代市工場等事業継続対策事業費補助金交付申請書（様式第１号）

に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 （１） 能代市工場等事業継続対策事業費補助金事業計画書（様式第２号） 

 （２） 補助対象事業に係る計画図 

 （３） 補助対象事業に係る見積書及び内訳書の写し 

（４） 工場等の位置図 

 （５） 工場等の所有者を証明する書類（固定資産台帳等）の写し 

 （６） 会社・法人の登記事項証明書の写し 

 （７） 雇用保険に加入している従業員数を証明する書類（雇用保険被保険者資格

取得等確認通知書等）の写し 

 （８） 市税の滞納がない証明書 

 （９） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、１事業者につき原則１回限りとする。ただし、既に交付された補

助金額の累計額が、第４条に規定する交付限度額に満たないときは、この限りでな

い。 

 （交付決定等） 

第７条 市長は、前条第１項の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交

付すべきと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。 

２ 市長は、前項の決定をしたときは、その決定の内容及び条件を付して、能代市工 

 場等事業継続対策事業費補助金交付決定通知書（様式第３号）により、当該申請者

に通知するものとする。 

３ 市長は、審査の結果、補助金の交付をしないことを決定したときは、その理由を 

付して、能代市工場等事業継続対策事業費補助金不交付決定通知書（様式第４号）

により、当該申請者に通知するものとする。 

 （変更の承認） 



第８条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助事 

業の内容の変更をしようとするときは、能代市工場等事業継続対策事業費補助金事

業計画変更承認申請書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、補助事業の変更が適当 

と認めたときはこれを承認し、能代市工場等事業継続対策事業費補助金事業計画変

更承認書（様式第６号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

 （事業の中止又は廃止の申請） 

第９条 交付決定者は、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、能代市工場 

等事業継続対策事業費補助金事業中止（廃止）申請書（様式第７号）を、事業を中

止し、又は廃止しようとする日の７日前までに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、事業の中止又は廃止が 

適当と認めたときはこれを承認し、能代市工場等事業継続対策事業費補助金事業中

止（廃止）承認書（様式第８号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１０条 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して１０日を経過した日ま 

でに、能代市工場等事業継続対策事業費補助金事業実績報告書（様式第９号）に次

に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

 （１） 能代市工場等事業継続対策事業費補助金事業実績書（様式第１０号） 

 （２） 施工前及び施工後の写真 

 （３） 領収書の写し 

 （補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、 

当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、

交付すべき補助金の額を確定し、能代市工場等事業継続対策事業費補助金確定通知

書（様式第１１号）により通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第１２条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに請求書を

提出し、補助金の交付を受けるものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１） 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき 

 （２） この告示の規定又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し

たとき 

 （補助金の返還） 



第１４条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係 

る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるも

のとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでな

い。 

 （その他） 

第１５条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 


